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   Ｇ０３Ｂ  17/56     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  15/00     (2006.01)
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   Ｇ０３Ｂ  17/08     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｂ   17/56     　　　Ｈ
   Ｇ０３Ｂ   15/00     　　　Ｓ
   Ｇ０３Ｂ   17/02     　　　　
   Ｇ０３Ｂ   17/08     　　　　
   Ｇ０３Ｂ   17/55     　　　　
   Ｈ０４Ｎ    5/225    １００　

【手続補正書】
【提出日】令和2年10月9日(2020.10.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動可能なカメラヘッド（４）と、
　それを通して前記カメラヘッド（４）が画像を取得するように配置される透明な視界窓
（３）と、
　前記視界窓（３）を加熱するための加熱機構（７）と、
　前記カメラヘッド（４）の移動と連携した前記加熱機構（７）の移動のための移動デバ
イス（８）と、
を備えるカメラであって、
　前記視界窓（３）が、導電体（１３）を含み、
　前記加熱機構（７）が、
　　前記導電体（１３）に接触して前記視界窓（３）の部分内の前記導電体（１３）に電
流を印加し、それにより前記視界窓の前記部分内の前記導電体（１３）を加熱するための
電気接触デバイス（９）
を含む、カメラ。
【請求項２】
　前記導電体が、前記視界窓（３）上に適用された導電性層（１３）である、請求項１に
記載のカメラ。
【請求項３】
　前記導電性層（１３）が、前記視界窓（３）の内側に適用されている、請求項２に記載
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のカメラ。
【請求項４】
　前記導電性層が、被覆（１３）である、請求項２または３に記載のカメラ。
【請求項５】
　前記被覆（１３）が、インジウムスズ酸化物を含む、請求項４に記載のカメラ。
【請求項６】
　前記電気接触デバイス（９）が、前記視界窓（３）の表面に当てられるように配置され
た柔軟な２つの接触バー（１１）を含んで、前記接触バー間に前記視界窓（３）の前記部
分を画定する、請求項１から５のいずれか一項に記載のカメラ。
【請求項７】
　前記移動デバイス（８）が、フレーム（１０）を含み、前記フレームが、前記電気接触
デバイス（９）を担持し、かつ、前記カメラヘッド（４）を保持する保持器（５）に取り
付けられる、請求項１から６のいずれか一項に記載のカメラ。
【請求項８】
　前記視界窓（３）の温度を検知するように配置された温度センサをさらに備える、請求
項１から７のいずれか一項に記載のカメラ。
【請求項９】
　前記カメラ（１）が、２つまたはより多くのカメラヘッド（４）と、各カメラヘッド（
４）に関連付けられたそれぞれの加熱機構（７）とを備える、請求項１から８のいずれか
一項に記載のカメラ。
【請求項１０】
　前記カメラヘッド（４）が、パン方向に移動可能である、請求項９に記載のカメラ。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載のカメラ（１）の視界窓を加熱する方法であっ
て、前記方法が、
　前記カメラヘッドを取得位置へ移動させること（Ｓ１）と、
　前記加熱機構を前記取得位置へ移動させること（Ｓ２）と、
　前記取得位置において前記視界窓の部分内の前記導電体に電流を印加し（Ｓ４）、それ
により前記取得位置において前記視界窓の前記部分内の前記導電体を加熱することと、
を含む、方法。
【請求項１２】
　前記加熱機構を移動させるステップ（Ｓ２）が、前記カメラヘッドを移動させること（
Ｓ１）によって行われるか、またはその逆である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記視界窓（３）の温度を検知することと、
　検知した前記温度を第１の温度閾値と比較することと、
　検知した前記温度が前記第１の温度閾値未満である場合に前記導電体に電流を印加する
こと（Ｓ４）と、
をさらに含む、請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記視界窓（３）の温度を検知することと、
　検知した前記温度を第２の温度閾値と比較することと、
　検知した前記温度が前記第２の温度閾値を上回る場合に前記導電体への前記電流の印加
を中断することと、
をさらに含む、請求項１１から１３のいずれか一項に記載の方法。
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